
労働者から見た「新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援施策」のフロー図 
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会社を休んだが，事業主から 
十分な給与等（報酬の全部又は傷病手当
金と同額）が受けられなかった 

○雇用調整助成金 
○緊急雇用安定助成金 
≪問い合わせ先≫ 
広島労働局（082-502-7832） 
各ハローワーク 
コールセンター（0120-60-3999） 

○新型コロナウイルス感染症対応 
休業支援金・給付金 

≪問い合わせ先≫ 
コールセンター（0120-221-276） 

○小学校休業等対応助成金 
※個人事業主は，小学校休業等対応支援金で対応 

≪問い合わせ先≫ 
コールセンター（0120-60-3999） 

 

○傷病手当金 
≪問い合わせ先≫ 
加入している健康保険の窓口 

※医療・看護等従事者が職場で感染した場合は，
労災保険の適用となる可能性あり 

休業手当が支給
されなかった 

事業主が申請 

労働者が申請 

事業主が申請 

労働者が申請 

要件： 
売上減少等 

 

年休以外の特別
有給休暇があり
取得できた 

○小学校休業等対応助成金に関す
る特別相談窓口 
※労働局から小学校休業等対応助成金の活用の働
きかけに事業主が応じない場合は，休業支援
金・給付金の仕組みにより労働者が直接申請す
ることが可能 

≪問い合わせ先≫ 
広島労働局（082-221-9247） 

 

年休以外の特別
有給休暇がない
など，事業主が
小学校休業等対
応助成金を申請
してくれない 

相 談 
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